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第４章 介護保険料・介護給付費の見込み 

第１節 介護保険料の設定方法 

 

介護保険は、介護を必要とする人が応分の負担で介護サービスを受けられるよう

に、社会全体で支えることを目的とした保険制度です。例えば、要介護（支援）認

定を受けた人が介護サービスを受ける場合、収入に応じた自己負担割合で介護サー

ビスを受けることができます。また、要介護（支援）認定を受けていない高齢者も

対象にした介護予防のための取組等を実施しています。 

 

第２節 介護保険事業に係る給付費の仕組み及び見込額 

 

介護保険事業に係る事業費は、介護サービスの総事業費から利用者負担分（介護

サービスを利用した費用の１割～３割）を除いた額である標準給付費をいいます。 

 

①標準給付費の財源構成（予防給付・介護給付） 

 

   第１号被保険者の保険料              国 

   （65 歳以上） 

 

                            都道府県（北海道） 

 

 

 

   第２号被保険者の保険料              市町村（置戸町） 

   （40 歳～64 歳） 

 

②標準給付費の見込額 

標準給付費の見込額については、国（厚生労働省）のワークシートに基づき、

第 8 期計画期間（３年間）トータルで 1,053,884 千円と推計しています。 

 

※標準給付費とは、総給付費に特定入所者介護サービス費等給付額につき、高額

介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料を加えた費用のこと。 

 

約 23％ 

約 27％ 

約 25％ 

12.5％ 

12.5％ 
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■計画期間における標準給付費見込額             （単位：千円／年） 

区   分 
2021 年度 

（Ｒ3） 

2022 年度 

（Ｒ4） 

2023 年度 

（Ｒ5） 

2025 年度 

（Ｒ7） 

2040 年度 

（Ｒ22） 

①居宅サービス 85,872 86,080 86,119 87,688 80,339 

 訪問介護 8,342 8,347 8,347 8,159 6,571 

 訪問入浴介護 681 681 681 681 580 

 訪問看護 3,668 3,670 3,670 3,489 3,921 

 訪問リハビリテーション 385 385 385 385 385 

 居宅療養管理指導 335 335 335 232 335 

 通所介護 2,519 2,521 2,521 2,521 1,674 

 通所リハビリテーション 2,767 2,769 2,769 2,769 2,769 

 短期入所生活介護 16,800 16,848 16,887 18,905 17,826 

 短期入所療養介護 1,967 1,968 1,968 1,968 1,124 

 特定施設入居者生活介護 43,205 43,353 43,353 43,353 40,168 

 福祉用具貸与 4,725 4,725 4,725 4,748 4,508 

 特定福祉用具購入 478 478 478 478 478 

②地域密着型サービス 82,256 82,301 82,301 82,557 80,681 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,209 1,210 1,210 1,210 1,210 

 小規模多機能型居宅介護 2,581 2,582 2,582 2,582 2,582 

 認知症対応型共同生活介護 63,505 63,540 63,540 63,540 64,093 

 地域密着型通所介護 14,961 14,969 14,969 15,225 12,796 

③住宅改修 713 713 713 713 713 

④居宅介護支援 9,116 9,316 8,976 8,214 7,609 

⑤介護保険施設サービス 131,905 131,978 138,899 147,500 136,922 

 介護老人福祉施設 119,938 120,005 126,926 132,533 121,955 

 介護老人保健施設 11,967 11,973 11,973 14,967 14,967 

 
介護療養型医療施設 

介護医療院 
0 0 0 0 0 

介護サービスの総給付費（①～⑤計） 309,862 310,388 317,008 326,672 306,264 
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区   分 
2021 年度 

（Ｒ3） 

2022 年度 

（Ｒ4） 

2023 年度 

（Ｒ5） 

2025 年度 

（Ｒ7） 

2040 年度 

（Ｒ22） 

⑥介護予防サービス 8,515 8,519 8,559 9,361 9,124 

 介護予防訪問看護 646 646 646 646 646 

 介護予防訪問リハビリテーション 314 314 314 314 314 

 介護予防通所リハビリテーション 619 620 620 620 620 

 介護予防短期入所生活介護 2,600 2,602 2,602 2,861 2,784 

 介護予防特定施設入居者生活介護 2,513 2,514 2,514 3,017 3,017 

 介護予防福祉用具貸与 1,432 1,432 1,472 1,512 1,352 

 特定介護予防福祉用具購入 391 391 391 391 391 

⑦地域密着型介護予防サービス  0 0 0 0 0 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 0 

⑧住宅改修（予防） 395 395 395 395 395 

⑨介護予防支援 2,080 2,081 2,134 2,134 1,815 

介護予防サービスの総給付費（⑥～⑨計） 10,990 10,995 11,088 11,890 11,334 

総給付費（①～⑨計） 320,852 321,383 328,096 338,562 317,598 
特定入所者介護サービス費

等給付額 
18,540 18,615 18,780 18,800 16,199 

高額介護サービス費等給付

額 
6,919 7,000 7,000 7,100 6,045 

高額医療合算介護サービス

費等給付額 
2,000 2,000 2,000 2,000 1,496 

審査支払手数料 231 232 236 243 212 

標準給付費見込額 348,542 349,230 356,112 366,705 341,550 
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第３節 地域支援事業に係る事業費の仕組み及び見込額 

地域支援事業に係る経費は、国が定めた基準により、「介護予防・日常生活支援総

合事業」と「包括的支援事業・任意事業」の大きく分けて２つの区分で上限管理を

行います。 

 

①財源構成（介護予防・日常生活支援総合事業） 

   第１号被保険者の保険料          国（20％）、調整交付金（5％） 

   （65 歳以上） 

 

                            都道府県（北海道） 

 

 

 

   第２号被保険者の保険料              市町村（置戸町） 

   （40 歳～64 歳） 

 

※調整交付金について 

 市町村間の介護保険財政を調整する交付金。高齢者の人口構成と所得の状況に応じ

て交付割合が変動する仕組みとなっている。交付割合が 5.0％を下回った場合は、不

足分を第１号被保険者が負担し、5.0％を上回った場合は、上回った分を第１号被保

険者に割り当てる。第８期計画から、調整交付金の算定に当たって、適正化主要５事

業（要介護認定の適正化、ケアプラン点検、住宅改修等の点検、縦覧点検・医療情報

との突合、介護給付費通知）の取組状況を勘案する。 

 

②財源構成（包括的支援事業・任意事業） 

 

   第１号被保険者の保険料              国 

   （65 歳以上） 

 

 

 

 

   都道府県（北海道） 

                            市町村（置戸町） 

 

23％ 

27％ 

25％ 

23％ 
38.5％ 

19.25％ 

12.5％ 

12.5％ 

19.25％ 
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③地域支援事業費の見込額 

地域支援事業費の見込額については、国（厚生労働省）のワークシートに基づ

き、第 8 期計画期間（３年間）トータルで 50,796 千円と推計しています。 

■計画期間における地域支援事業費見込み額                （単位：千円） 

区   分 
2021 年度 

（Ｒ3） 

2022 年度 

（Ｒ4） 

2023 年度 

（Ｒ5） 

2025 年度 

（Ｒ7） 

2040 年度 

（Ｒ22） 

介護予防・日常生活支援総合事業 12,654 12,654 12,654 12,361 8,837 

包括的支援事業・任意事業 4,278 4,278 4,278 4,000 3,094 

 

第４節 保険料見込額 

 

第１号被保険者は、令和３年度から令和５年度までの３年間に必要とされる標準

給付費及び地域支援事業費の見込額の約 23％を負担することになります。 

 

①介護給付費準備基金の取り崩し 

保険者である市町村は、介護給付費準備基金を設けて余剰金を積み立てる一方、

給付費の不足が生じた場合には取り崩しを行うなど、被保険者に安定して保険

給付を提供するよう努めています。本計画では介護給付費準備基金を３年間で

約2,１00万円取り崩し、保険料の上昇を抑制します。 

 

②公費による低所得者の負担軽減 

第８期計画では、第７期計画に引き続き公費を投入し、第１段階から第３段階

までの介護保険料率を引き下げ、介護保険料の軽減を行います。 

 

（１）保険料基準額の改正について 

介護給付費準備基金の取り崩しを執行し、第８期介護保険事業における介護保険

料の基準額を4,200円とします。 
 

■本町の第１号被保険者介護保険料（基準）額の経緯 
 

計画期 第７期計画 第８期計画 

計画期間 
2018～2020 年度 

（平成 30～令和 2 年度） 

2021～2023 年度 

（令和 3～5 年） 

介護保険料 

（基準額） 

年額 50,400 円 50,400 円 

 4,200 円 4,200 円 

増減額 月額  0 円 0 円 

増減率  0.0％ 0.0％ 
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■所得段階別第１号被保険者の保険料 

区 

分 
所 得 区 分 

所得段階別加入者数 保険料（年額） 

基準額に対する割合 保険料（月額） 

第１

段階 

・生活保護を受けている方 

・老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税 

非課税の方 

・世帯全員が住民税非課税で、年金収入額と 

 合計所得金額の合計が 80 万円以下の方 

245 人 20,160 円 

 40％ 1,680 円 

第２

段階 

・世帯全員が住民税非課税で、年金収入額と 

合計所得金額の合計が 80 万円を超えて 

120 万円以下の方 

180 人 25,200 円 

 50％  2,100 円 

第３

段階 

・世帯全員が住民税非課税で、年金収入額と 

 合計所得金額の合計が 120 万円を超える方 

145 人 35,280 円 

 70％  2,940 円 

第４

段階 

・本人が住民税非課税（世帯に課税者がいる 

場合）で年金収入額と合計所得金額の合計 

が 80 万円以下の方 

98 人 44,100 円 

87.5％  3,675 円 

第５

段階 

・本人が住民税非課税（世帯に課税者がいる 

場合）で年金収入額と合計所得金額の合計 

が 80 万円を超える方 

178 人 50,400 円 

100％  4,200 円 

第６

段階 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が 120 万 

円未満の方 

190 人 60,480 円 

120％  5,040 円 

第７

段階 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が 120 万 

円以上 210 万円未満の方 

120 人 65,520 円 

130％  5,460 円 

第８

段階 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が 210 万 

円以上 320 万円未満の方 

33 人 75,600 円 

150％  6,300 円 

第９

段階 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が 320 万 

円以上の方 

43 人 85,680 円 

170％  7,140 円 
 
※第１段階～第５段階の合計所得金額は、公的年金収入にかかる雑所得を控除した金額を用います。 

 

（２）保険料の減免 

震災・風水害・火災などの災害により著しい損害生じた、あるいは世帯の生計を

主として維持する方が長期入院や事業の廃止、失業などにより収入が著しく減少し

たため、介護保険料の納付が困難である場合は、申請に基づき保険料の減免を行い

ます。 


